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研
究
科

日
本
で
は
、
二

0
二
四
年
の
六
月
に
「
事
業
性
融
資
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
二
号
）
」
が
成
立
し
、
企
業
な
い
し
事

業
自
体
を
包
括
的
に
担
保
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
い
わ
ゆ
る
「
企
業
価
値
担
保
権
」
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
企
業
な
い
し
事
業
自
体
に
係
る
包
括
担
保
権
を
認
め
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
（
問
題
点
）
と
を
挙
げ
つ
つ
、
そ
の
導
入

の
是
非
や
利
用
可
能
性
の
有
無
に
つ
い
て
論
じ
な
さ
い
。
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